
事業復活支援金のご案内

＜ 令 和 ３ 年 度補正 予算＞

✓ 法人は上限最大250万円を給付

✓ 個人事業主は上限最大50万円を給付

コロナの影響で

売上げが減少している

皆様へ

事業復活支援金

の御案内です

詳しくは裏面および
制度概要資料をご覧ください。



➢ 上 限 額

売上高減少率
個人

事業者

法人

年間売上高※

1億円以下
年間売上高※

1億円超～5億円
年間売上高※

5億円超

▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円

▲30%以上50%未満 30万円 60万円 90万円 150万円

給付額 ＝（基準期間※1の売上高）ー（対象月※2の売上高）×5

※ 基準月（2018年11月～2021年3月の間で売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

※1 「2018年11月～2019年3月」「2019年11月～2020年3月」「2020年11月～2021年3月」のいずれかの期間

（対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基準月）を含む期間であること）

※2 2021年11月～2022年3月のいずれかの月

（基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること）

＊ 給 付 額 ：

➢ 算 出 式 ：

＊ 対 象 者 ： 新型コロナの影響で、
2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月～2021年3月までの間の任意の同じ月の
売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した
事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

＊開始時期： 1月24日の週
制度詳細（申請要領、給付規程等）を公表予定
事前確認の受付開始予定

1月31日の週
通常申請の受付開始予定
（特例申請については、2月中旬に受付開始の見通し）

＊申請方法：登録確認機関※1による事前確認の後、
申請用のWEBページ※2から申請いただけます。

➢ 必要書類： 確定申告書、通帳（振込先が確認できるページ）、
履歴事項全部証明書（法人）、本人確認書類（個人）、宣誓・同意書
対象月の売上台帳等 ほか
注：申請される方の状況（一時・月次支援金の受給や登録確認機関との

継続支援関係※有無、その他特例を用いる場合など）により必要書類
は異なります。詳しくは制度概要資料をご確認ください。

事業復活支援金事務局ＨＰ：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

※ 具体的には、特別の法律により設置された機関の会員・組合員や、法律に基づく士業の顧問先、
金融機関の事業性融資先、登録確認機関の反復継続した支援先など。
（詳しくは制度概要資料をご確認ください。）

事業復活支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】 TEL：0120-789-140（ I P電話から ※：03-683 4- 75 9 3 ※通話料がかか りま す ）

【登録確認機関専用】TEL：0120-886-140（ I P電話から ※：03-433 5- 74 7 5 ※通話料がかか りま す ）

いずれの相談窓口も受付時間は８時３０分～１９時００分（土日、祝日を含む全日対応）

お問い合わせ先

※1 1月24日の週から事務局ＨＰにて連絡先等を公表予定
※2 通常申請の受付開始時（1月31日の週に開始予定）に、事務局ＨＰにて開設予定



資金繰りに

お悩みの皆様へ
資金繰り支援のご案内

資金繰り支援

の御案内です 詳しくは裏面

政府系金融機関の
実質無利子・無担保融資
を年度末まで実施

資本性劣後ローン
を来年度も実施

伴走支援型特別保証を上限引上げ
のうえ、来年度も実施

＜ 令 和 ３ 年 度補正 予算等 ＞



資金繰り支援

お 問 い 合 わ せ 先

中 小 企 業 庁 事 業 環 境 部 金 融 課 （ 0 3 - 3 5 0 1 - 2 8 7 6 ）

＊政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の申込期限を年度末まで延

長します。

＊資産査定上「資本」とみなせるため、民間金融機関の支援が受けやすくな

る日本政策金融公庫による資本性劣後ローンを来年度も実施します。

＊金融機関の伴走を条件に保証料が引き下がる伴走支援型特別保証を、利用

上限額を引き上げたうえで、来年度も実施します。

〇政府系金融機関による実質無利子・無担保融資

＊ 対 象 者 ： 新 型 コ ロ ナ の 影 響 で 、 売 上 が 減 少 し た 中 小 企 業

（小規模個人▲5%/ 小規模法人▲15%/ その他▲2 0 %）

＊ 開 始 時 期 ： 受 付 中 （ 期 間 を 今 年 度 末 ま で 延 長 ）

＊ 無 利 子 上 限 ： 日 本 政 策 金 融 公 庫 （ 中 小 ） 3 億 円 、 （ 国 民 ） 6 , 0 0 0 万 円

商 工 組 合 中 央 金 庫 3 億 円

＊ 無 利 子 期 間 ： 当 初 ３ 年 間

＊ 貸 付 期 間 ： 運 転 資 金 1 5 年 以 内 、 設 備 資 金 2 0 年 以 内

＊ 据 置 期 間 ： 最 大 で ５ 年

〇日本政策金融公庫による資本性劣後ローン

＊ 対 象 者 ： 新 型 コ ロ ナ の 影 響 に よ り 、 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー が 不 足 す る 企 業 や

一 時 的 に 財 務 状 況 が 悪 化 し た た め 企 業 再 建 等 に 取 り 組 む 企 業

＊ 開 始 時 期 ： 受 付 中 （ 来 年 度 も 実 施 ）

＊ 融 資 上 限 ： 日 本 政 策 金 融 公 庫 （ 中 小 ） 1 0 億 円 、 （ 国 民 ） 7 , 2 0 0 万

＊ 貸 付 期 間 ： 5 年 1 か 月 、 7 年 、 1 0 年 、 1 5 年 、 2 0 年

※ 元 本 に つ い て は 、 期 限 一 括 償 還

〇伴走支援型特別保証

＊ 対 象 者 ： 新 型 コ ロ ナ の 影 響 を 受 け 、 売 上 が 1 5 ％ 以 上 減 少 し た 中 小 企 業 で 、

金 融 機 関 の 継 続 的 な 伴 走 支 援 を 受 け な が ら 経 営 改 善 に 取 り 組 む 者 。

＊ 開 始 時 期 ： 受 付 中 （ 来 年 度 も 実 施 ）

＊ 融 資 上 限 ： 6 , 0 0 0 万 円 （ 現 在 は 4 , 0 0 0 万 円 。 令 和 ４ 年 ２ 月 よ り 引 上 げ 。 ）

＊ 保 証 料 ： 原 則 0 . 2 ％

＊ 保 証 期 間 ： 最 大 で 1 0 年

＊ 据 置 期 間 ： 最 大 で ５ 年



生産性向上に

取り組む皆様へ
生産性革命推進事業のご案内

ものづくり・商業・サービス補助金

の御案内です 詳しくは裏面

＜ 令 和 ３ 年 度補正 予算＞

持続化補助金

 最大350万円の ITツール導入補助
（ 別 途 P C 等の 購入も 支援）

事業承継・引継ぎ補助金

 事業承継・引継ぎに係る取組を

最大600万円補助

ＩＴ導入補助金

 最大2,000万円の設備投資補助

 最大200万円の販路開拓等補助



お 問 い 合 わ せ 先

• ものづくり・商業・サービス補助金：中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課（03-3501-1816）
• 持続化補助金 ：中小企業庁 経営支援部 小規模企業振興課（03-3501-2036）

• ＩＴ導入補助金 ：中小企業庁 経営支援部 経営支援課（03-3501-1763）
• 事業承継・引継ぎ補助金：中小企業庁 事業環境部 財務課（03-3501-5803）

ものづくり・商業・サービス補助金

ＩＴ導入補助金 事業承継・引継ぎ補助金

＊ 補 助 対 象 ： 革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の 改 善 に 必 要 な 設 備 投 資 等

＊ 補 助 上 限 額 と 補 助 率 ：

右 表 参 照

申請類型 補助上限額（※1） 補助率

通常枠

750万円、1,000万円、1,250
万円

1/2（※2）

回復型賃上げ・雇用拡大枠（※3）

2/3デジタル枠

グリーン枠 1,000万円、1,500万円、
2,000万円

持続化補助金

＊ 補 助 対 象 ： 小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等

＊ 補 助 上 限 額 と 補 助 率 ：

右 表 参 照

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠 50万円

2/3
（成長・分配強化枠の
一部の類型において、
赤字事業者は3/4）

成長・分配強化枠
（賃上げ（事業場内最低賃金を地域別
最低賃金より30円以上引き上げる事
業者が対象）や事業規模の拡大）

200万円

新陳代謝枠
（創業や後継ぎ候補者の新たな取組） 200万円

インボイス枠
（インボイス発行事業者への転換） 100万円

＊ 補 助 対 象 ：
・ 事 業 承 継 ・ 引 継 ぎ 後 の 新 た な 取 組 に

関 す る 設 備 投 資 等
・ 事 業 引 継 ぎ 時 の 専 門 家 活 用 費 用 等
・ 事 業 承 継 ・ 引 継 ぎ に 関 す る 廃 業 費 用 等

＊ 補 助 上 限 額 と 補 助 率 ：
（ 補 助 上 限 額 ） 1 5 0 万 円 ～ 6 0 0 万 円
（ 補 助 率 ） 1 / 2 ～ 2 / 3
＊開始時期調整中

(※1）従業員規模により異なる (※2）小規模事業者・再生事業者は2/3 (※3）給与支給総額を年率平均1.5%以上増加かつ事業場内最低
賃金を地域別最低賃金より30円以上引き上げる赤字事業者が対象

＊赤字など業況が厳しい中でも、賃上げ等に取り組む中小企業向けに特別枠を創設
し、優先採択や補助率引上げを行います（最大1,250万円、補助率2/3）。

＊グリーン・デジタル分野への取組に対する特別枠を創設し、補助率や上限額を引き上げ
ます（ （グリーン枠）最大2,000万円・ （デジタル枠）最大1,250万円、補助率2/3）。

＊ 赤 字 な ど 業 況 が 厳 し い 中 で も 、 賃 上 げ 等 に 取 り 組 む 事 業 者 や 、 事 業 規 模 の 拡 大 に
取 り 組 む 事 業 者 向 け に 特 別 枠 を 創 設 し 、 補 助 率 や 上 限 額 を 引 き 上 げ ま す 。

（ （ 成 長 ・ 分 配 強 化 枠 ） 最 大 2 0 0 万 円 、 補 助 率 原 則 2 / 3 （ 赤 字 事 業 者 の 場 合 に は 3 / 4 ） ）

＊ 後 継 ぎ 候 補 者 が 実 施 す る 新 た な 取 組 や 創 業 を 支 援 す る 特 別 枠 、
免 税 事 業 者 か ら イ ン ボ イ ス 発 行 事 業 者 に 転 換 す る 場 合 の 環 境 変 化 へ の 対 応 を 支 援
す る 特 別 枠 を 創 設 し 、 上 限 額 を 引 き 上 げ ま す 。

（ （ 新 陳 代 謝 枠 ） 最 大 2 0 0 万 円 ・ （ イ ン ボ イ ス 枠 ） 最 大 1 0 0 万 円 、 補 助 率 2 / 3 ）

＊インボイス制度への対応も見据えたIT
ツールの導入補助に加え、PC等のハード
購入補助等を行います。

＊事業承継・引継ぎに係る取組を、年間
を通じて機動的かつ柔軟に支援します。

＊補助対象：ＩＴツール※、ＰＣ、タブレット、レジ等
※ 会 計 ソ フ ト 、 受 発 注 シ ス テ ム 、 決 済 ソ フ ト 等

＊補助上限額と補助率：
ＩＴツール ~ 50万円（補助率3/4）

50~350万円（補助率2/3）
ＰＣ、タブレット等 10万円（補助率1/2）
レジ等 20万円（補助率1/2）

＊開始時期調整中

＊ 開 始 時 期 ： 1 0 次 公 募 ( 2

月 中 旬 に 公 募 開 始 予 定 ) か

ら の 実 施 を 予 定

＊ 開 始 時 期 調整中



事業の再構築に

取り組む皆様へ
事業再構築支援のご案内

事業再構築補助金

の御案内です 詳しくは裏面

 業況が厳しい事業者や事業再生に取り
組む事業者向けの特別枠を創設します

 グリーン分野での取組を重点的に支援
する特別枠を創設します

＜ 令 和 ３ 年 度補正 予算＞



お 問 い 合 わ せ 先

事業再構築補助金

中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課（03-3501-1816）

＊ 対 象 要 件 ： ① 2 0 2 0 年 4 月 以 降 の 連 続 す る 6 か 月 間 の う ち 、 任 意 の 3 か 月 の 合 計

売 上 高 が 、 コ ロ ナ 以 前 と 比 較 し て 1 0 % 以 上 減 少 し て い る こ と
( ※ ) 以 下 の 要 件 は 撤 廃

「 2 0 2 0 年 1 0 月 以 降 の 連 続 す る 6 か 月 間 の う ち 、 任 意 の 3 か 月 の 合 計 売 上 高 が

コ ロ ナ 以 前 と 比 較 し て 5 ％ 以 上 減 少 し て い る こ と 」

( ※ )  複 数 事 業 者 が 連 携 す る 場 合 は 売 上 高 減 少 分 の 合 算 が 可 能

② 事 業 再 構 築 指 針 に 沿 っ た 事 業 計 画 を 認 定 経 営 革 新 等 支 援 機 関 と

策 定 す る こ と 等

＊ 開 始 時 期 ： 第 ６ 回 公 募 （ 令 和 ４ 年 ３ 月 末 頃 公 募 開 始 予 定 ） か ら の 実 施 を 予 定

（ 第 ５ 回 公 募 は 現 在 の 申 請 類 型 で １ 月 中 公 募 開 始 予 定 ）

＊ 対 象 経 費 ： 建 物 費 ( ※ )  、 機 械 装 置 ・ シ ス テ ム 構 築 費 、 技 術 導 入 費 、

専 門 家 経 費 、 運 搬 費 、 ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 利 用 費 、 外 注 費 、 知 的

財 産 権 等 関 連 経 費 、 広 告 宣 伝 ・ 販 売 促 進 費 、 研 修 費

（ 一 部 の 経 費 に つ い て は 上 限 等 の 制 限 あ り ）
( ※ ) 移 転 に 伴 う 一 時 的 な 貸 工 場 等 の 賃 借 料 に つ い て も 建 物 費 の 一 部 と し て 認 め る 。

＊ 補 助 上 限 額 ・ 補 助 率

申請類型 補助上限額 (※1) 補助率

最低賃金枠
（最低賃金引上げの影響を受け、その原
資の確保が困難な特に業況の厳しい事
業者に対する支援） 500万円、1,000万円、

1,500万円 (※2)
中小3/4
中堅2/3

回復・再生応援枠
（引き続き業況が厳しい事業者や事業再
生に取り組む事業者に対する支援）

通常枠 2,000万円、4,000万円、
6,000万円、8,000万円
(※2)

中小2/3
中堅1/2
(※3)

大規模賃金引上枠
（多くの従業員を雇用しながら、継続的
な賃金引上げに取り組むとともに、 従
業員を増やして生産性を向上させる事業
者に対する支援）

1億円

グリーン成長枠
（研究開発・技術開発又は人材育成を行
いながら、グリーン成長戦略「実行計
画」14分野の課題の解決に資する取組
を行う事業者に対する支援）

中小1億円、中堅1.5億円
中小1/2
中堅1/3

（※1）補助下限額は100万円 （※2）従業員規模により異なる
（※3） 6,000万円超は1/2（中小）、 4,000万円超は1/3（中堅）

＊売上高減少要件を一部緩和するなど使い勝手を向上させます。
＊業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者に対する

特別枠を創設します（最低賃金枠等も継続）。
（最大1,500万円/補助率3/4（中小））

＊グリーン分野への取組に対する特別枠を創設します。
（売上高減少要件撤廃、最大1億円/補助率1/2（中小））


